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もしかしたらコロナかも？受診・相談の目安

コロナウイルスに負けない！コロナウイルスに負けない！
南房総市の取り組みと支援策南房総市の取り組みと支援策

　学校の長期休校、公共施設の閉鎖、イベン
トの中止など、ご不便をおかけしていますが、
市民の皆様には、冷静な行動と感染予防にご
協力いただき感謝申し上げます。
　このウイルスが私たちの生活に及ぼす影響
は、今後も続くことが予想されます。市民の
皆様の不安を少しでも軽減するため、また地
域の産業を守るため、市独自の支援策と国・
県の支援策を併せて、この特別号でお知らせ
いたします。
　この難局を乗り越えるため、全力で取り組
んでまいります。

南房総市長　石  井　  裕

　以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください。
☆息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
☆�重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合(※高齢者、糖尿病、心不全、呼
吸器疾患などの基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方)
☆�上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が４日以上続く場合は必ずご相談くだ
さい。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。)

妊婦の方へ／妊婦の方については、念のため、早めに帰国者・接触者相談センターなどにご相談ください。
お子様をお持ちの方へ／小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやか
かりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。
※この目安は、国民の皆さんが相談・受診する目安です。検査については医師が個別に判断します。

目　次

生活を支えるための支援策
　●特別定額給付金　●生活福祉資金貸付制度　●傷病手当金
　●公共料金などの支払い　●税・保険・年金に関する支援制度

お子さんがいる方への支援策
　●食べて応援クーポン券　●学校等休業助成金・支援金　
　●臨時特別給付金　●奨学金の猶予制度　●教育相談センター

中小企業・個人事業主への支援策
　●南房総市中小企業等持続化給付金
　●経済産業省持続化給付金　●千葉県中小企業再建支援金

農業・水産業を営む方への支援策
　●農業・水産業持続化給付金　●南房総市産品販売支援業務委託

新しい生活様式の実践例
高齢者の方が元気に過ごす３つのポイント
お子さんのいるご家庭・妊婦の皆さんへ
コロナウイルス×自然災害
イベントや健診(検診)の予定
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＜帰国者・接触者相談センター（感染が疑われる場合に最初に連絡するべき窓口）＞
　安房健康福祉センター (安房保健所)　　☎０４７０－２２－４５１１(代表)【平日9:00 ～17:00】
＜一般的な問合せ＞
　千葉県電話相談窓口　☎０５７０―２００―６１３【全日２４時間対応】

　ここに掲載されている情報は５月１９日現在のも
のです。新型コロナウイルスを取り巻く状況は日々
変化しています。ニュースやインターネットなどで
最新の情報を確認するようにしてください。
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生活を支えるための支援策

公共料金などの支払いが困難なとき

特別定額給付金（国民ひとりあたり10万円一律給付）

生活福祉資金貸付制度（休業などで収入が減少した人への貸付）

傷病手当金（感染または感染の疑いがあり仕事を休んだときの手当）

電気・ガス料金の支払い期限延長

NHK受信料の支払いに関する相談

電話料金の支払い期限延長

水道料金の支払いの猶予

　国民ひとりあたりに10万円を一律給付する、｢特
別定額給付金事業｣がはじまりました。
　南房総市では、申請書を５月18日(月)から順次各
家庭(世帯主宛)に郵送しています。申請書に必要
事項を記入し、振込先口座の確認書類・本人確認
書類と一緒に返送してください。また、オンライン
申請の受付も開始しています。
　給付金が振り込まれる時期は、申請日から概ね２
週間から４週間程度です。家族分の給付金がまと
めて指定口座に振り込まれます。
※交付決定の通知などは送付されません。
対象となる方／令和２年４月27日時点で南房総市
に住民登録のある方

　休業などにより収入が減少された方(世帯)に対し
て生活費などの貸し付けを行っています。
緊急小口資金(特例貸付) ／ ｢休業｣などで収入が減
少し一時的な資金が必要な人は最大で20万円以内
を借りられます。　

　国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入し
ている方が、新型コロナウイルス感染症に感染(感染
の疑い)のため、仕事を休み、その間の給与が受けら
れない場合に、傷病手当金を支給します。

　大手電力会社・ガス会社は、料金の支払い期
限を２か月延長しています。詳しくは、契約して
いる電力会社やガス会社にご確認ください。

　ＮＨＫでは、受信料の支払いに関する相談を受
ける窓口を新たに開設しています。
　ＮＨＫ千葉放送局(営業)

　　☎０４３－２０３－０７００

　ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクの通信大手３
社は、２月末以降の支払いとなっている電話料金
について、６月末まで支払い期限を延長していま
す。（今後の状況により延長する可能性もあるとし
ています。）詳しくは、契約している通信事業者に
ご相談ください。

　一時的に水道料金の支払いが困難な方に対し、
支払いの猶予に関する相談に応じます。(個人、
法人すべてのお客様が対象です)
　水道お客さまセンター(市営水道)

　　☎４４―５９５９
　　三芳水道企業団(富浦・三芳地区の方)
　　☎２５－７３１１

申請期間／８月18日(火)まで
　市民課　☎３３－１０５０

総合支援資金(特例貸付) ／ ｢失業｣などで生活の立
て直しが必要な人は、単身なら月に最大15万円(２
人以上の世帯なら月に最大20万円)を原則３か月間、
無利子で借りられます。
　社会福祉協議会(本所)　☎４４－３５７７

申請方法／被保険者記入用の申請書のほか、事業
主と医療機関に記入いただく申請書が必要です。
　詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
　保険年金課　☎３３－１０６０

｢怪しいな？ ｣と思ったら遠慮なくご相談ください
●消費者ホットライン　☎１８８　
●警察専用電話　☎＃９１１０

給付金サギにご注意ください!!

〇現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
〇受給にあたり、手数料の振込みを求めること
〇 メールを送り、URLをクリックして申請手続きを

求めること

南房総市が以下を行うことは絶対にありません
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納税が困難な方への徴収猶予の「特例制度」（無担保・延滞金なし）

国民年金保険料の免除（自営業者、農業・漁業者、学生の方など）

国民健康保険税および
後期高齢者医療保険料の減免

介護保険料の減免

　新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収
入に相当の減少があった方は、１年間、地方税の徴
収の猶予を受けることができます。担保の提供は不
要です。延滞金もかかりません。また、猶予期間内
における途中での納付や分割納付など、状況に応
じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方／次の①②のいずれも満たす納税
者・特別徴収義務者
①�新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月
以降の任意の期間(１か月以上)において、事業等
に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上
減少していること。
②�一時に納付し、または納入を行うことが困難であ
ること。

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減
少し、所得が相当程度まで下がった場合は、国民
年金保険料の免除申請をすることができます。
対象となる方
　国民年金第１号被保険者(20歳以上60歳未満の自
営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とそ
の配偶者)の方で、当年中に見込まれる所得が国民
年金保険料免除の基準適当相当になることが見込
まれる方。(詳細はお問い合わせください)
※学生も収入が減少した場合、対象となります。
免除される期間
　令和２年２月以降の保険料を対象。終了月につ
いては、現在未定です。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯
の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を
負った場合や、一定程度の収入の減少が見込まれ
る方を対象に国民健康保険税および後期高齢者
医療保険料を減免します。減免についての詳細お
よび申請手続きなどは、次回以降の広報紙などで
お知らせします。
　保険年金課　☎３３―１０６０

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯
の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を
負った場合や、一定程度の収入の減少が見込まれ
る第一号被保険者(65歳以上の方)を対象に介護保
険料を減免します。減免についての詳細および申
請手続きなどは、次回以降の広報紙などでお知ら
せします。
　健康支援課　☎３６－１１５２

対象となる地方税
　令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期
限が到来する、個人住民税、法人市民税、固定資産
税、軽自動車税、国民健康保険税などほぼすべての
税目が対象です。また、既に納期限が過ぎている未納
の地方税も、遡って特例を利用することができます。
申請手続き
　令和２年６月30日または納期限のいずれか遅い日
までに税務課へ申請が必要です。申請書は、郵送
または市ホームページから入手できます。
※郵送、またはeLTAXによる電子申請も可能です。
※原則、納期限ごとの申請になります。(年度分ま
とめて申請はできません。)
　税務課　☎３３－１０２３

申請手続き
　保険年金課へ申請書および所得の申立書を提出し
てください。申請書などは、郵送または日本年金機
構ホームページから入手できます。
手続きに必要なもの
　①年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(マ
イナンバーで申請する場合、マイナンバーのわかる
もの)、②免許証などの身分証明書、③印鑑
※学生の方は学生証または在学証明書の写し
注意事項／免除を受けた期間は、追納をしない限
り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。10
年以内であれば、追納することが可能です。
　保険年金課　☎３３―１０６０

　　木更津年金事務所　☎０４３８―２３―７６１６

税・保険・年金に関する支援制度
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お子さんがいる方への支援策

市内の飲食店で使える『食べて応援クーポン券』を配布します！

学校等休業助成金・支援金（お子さんの休校により働けない方のために）

　休校や両親の休業、外出自粛が続く中、子ども
たちもストレスが溜まっています。一方で、売上が
大幅に落ち込んでいる飲食店が数多く見られます。
そこで、その両方を応援するため、子育て世帯へ
｢食べて応援クーポン券｣を発行します。
　｢行きつけのお店｣｢食べてみたかったお店｣で美味
しいごはんを食べて、お互いに助け合いましょう。
もちろん、市内で生産される食材の消費にもつなが
ります。
　クーポン券はお会計額の半額まで利用できます。
　申請の手続きは必要なく、対象者にはクーポン券
を郵送で配布します。利用できるお店は市ホームペ
ージでご確認下さい。

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休校
で、仕事を休まざるを得なくなった保護者のため
に、休みの間の給与を助成金や支援金で支える制
度があります。
雇用されている人は
　臨時休校で子どもの面倒を見るために仕事を休
まざるを得なくなった保護者が、年次有給休暇とは
別に有給の休暇を取得した場合、日額８３３０円を
上限に勤務先の会社を助成する厚生労働省の制度
があります。
　制度を利用するには保護者が会社に申し出て、
会社側から申請書を出すことになっています。

配布対象／南房総市内在住の０歳から１８歳まで
の方（令和２年３月31日現在）がいるご家庭
配布額／１人１万円分(２５０円券を４０枚)
利用内容／利用金額の半額まで何枚でも利用可能
※クーポンはどなたでも利用でき、譲渡も自由です。

利用可能店舗／南房総市内のデリバリー、テイクア
ウト、店内飲食を行っている参加加盟飲食店(クー
ポン券裏のQRコードをスマートフォンなどで読みと
り、ご確認下さい。)
使用期限／８月31日まで
　観光プロモーション課　☎３３―１０９１

個人事業主の方は
　フリーランスで働く保護者は、一定の条件を満た
した場合、日額４１００円の支援金を受けられる制
度があります。
　この制度は、保護者自身が申請を行うことになっ
ていて、申請書は厚生労働省のホームページから印
刷できます。　
申請期間／いずれも６月末まで
　制度について詳しく確認したい方は、毎日(土日、
祝日含む)午前９時から午後９時まで、学校等休業
助成金・支援金相談コールセンター(☎０１２０－
６０－３９９９)で受け付けています。

　市内の飲食店で利用できる「食べて応援クー
ポン券」を発行するにあたり、参加店舗を募集し
ています。
○�南房総市内のデリバリー、テイクアウト、店
内飲食を行っている飲食店
○スーパー、コンビニなどは不可
○市税の滞納がないこと
　 (一社)南房総市観光協会

　　 ☎２８－５３０７

『食べて応援クーポン券』参加店舗募集

【利用例】利用金額１，２００円の場合
　クーポン券２枚(500円分)が利用でき、700円
分は利用者負担となります。

＜ＤＶに関する相談窓口( ２４時間対応)＞
●ＤＶ相談＋　　☎０１２０－２７９－８８９
●ＤＶ相談ナビ　☎０５７０－０－５５２１０

＜児童虐待に関する相談窓口( ２４時間対応)＞
●児童相談所虐待対応ダイヤル　☎１８９
●子ども家庭１１０番　☎０４３－２５２－１１５２
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臨時特別給付金を支給します（児童手当受給世帯に１万円）

市奨学資金の貸付を受けている方・借りようとしている方の負担軽減

『南房総市教育相談センター』で子育ての悩み・相談を受け付けます

　｢新型コロナウイルス感染症緊急経済対策｣とし
て、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一
人あたり１万円を支給します。
支給対象者／支給対象児童に係る令和２年４月分
(児童の年齢到達または死亡により令和２年３月分
の支給を受けた方を含む)の児童手当の支給を受け
た受給者
※�所得制限限度額以上のため、特例給付として児
童一人につき月額5,000円の支給を受けている受
給者は支給対象外となります。
※�令和２年４月以降に住所を異動した受給者には、
令和２年４月分の児童手当を支給する市町村から
支給されます。

対象児童／令和２年３月３１日までに生まれて、令
和２年４月分の児童手当が支給される児童(年齢到
達または死亡により、令和２年３月分で児童手当の
支給が終了した児童を含みます)

　新型コロナウイルス感染症など、やむを得ない事
由で経済的な影響を受けた市奨学資金を返還中の
方やこれから借りようと考えている方に対し、次の
とおり負担軽減を図ります。
返還中の方を対象に返還期間を延長します！
　奨学資金の返還期間は貸付期間の２倍としてい
ますが、手続きにより３倍の返還期間に延長しま
す。

　臨時休校期間が延長されたことにともない、子ど
もたちの心のケアが重要な課題となっています。
　子どもたちにとっては、かつて経験したことがな
い長期の休校期間であり、大きな不安やストレスを
抱えていることが予想されます。それは、子どもた
ちを見守る大人も同様です。
　｢教育相談センター｣は、子どものことで心配し
たり困ったりしていることについてお話をうかがい、
子育てについて一緒に考え、親や子どもを応援し

支給額／対象児童１人につき１万円
支給の方法／原則、児童手当登録金融機関口座に
振り込み(年齢到達など資格喪失により児童手当の
支給が終了している場合は、最終振込口座に振り
込みます。最終振込口座を解約してしまった場合
はお問い合わせください。)
支給に係る申請／この給付金についての申請は原
則不要です。児童手当の現況届に同封して給付金
のお知らせを配布いたしますが、支給を受けるため
に追加で提出していただくものはありません。
　公務員の方は、所属庁の証明を受けた申請書の
提出が必要です。詳細については所属庁にご確認
ください。
支給開始時期／６月中の支給を目指して準備を進
めています。詳しくは、具体的な内容が決定され次
第、ホームページなどでお知らせします。
　社会福祉課児童福祉係　☎３６―１１５３

新規の貸付希望者に対し貸付額を増額します！
　高校生などについては月額２万円以内から３万円
以内に、大学生などについては月額４万円以内から
６万円以内に貸付額を拡大します。
　いずれも、今年度の手続きに限っての措置です。
また、貸付には条件があります。詳しくは教育総務
課にご相談ください。
　教育総務課　☎４６―２９６１

ていくところです。対象は、０歳から１８歳までの
子どもとその保護者です。費用は、一切かかりませ
ん。
　学校以外の場でお子さんの勉強をみたり、自立に
向けた支援をしたりする、子ども教室｢スマイル｣も
開設(現在は、感染防止のため休止中)しています。
まずは、電話でお問い合わせください。
　教育相談センター(子ども教育課内)

　　☎４６－２９６６　 ４６－４０５９
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中小企業・個人事業主への支援策
国と千葉県の支援策 南房総市の支援策

経済産業省持続化給付金

千葉県中小企業再建支援金

　新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが
前年同月比で50％以上減少している法人や個人事
業主に対し、幅広く給付金を支給する制度です。
給付額／前年の総売上(事業収入)―(前年同月比
△50％の売上×12ヵ月)の額で、法人は２００万円
以内、個人事業主は１００万円以内
対象(商工業・農業・水産業など幅広い業種)
①�新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと
月の売上が前年同月比で50％以上減少している
事業者
②�２０１９年以前から事業による事業収入(売上)を
得ており、今後も事業を継続する意思がある事
業者
③�法人の場合は、｢資本金の額または出資の総額
が１０億円未満｣または｢常時使用する従業員の
数が２０００人以下｣である事業者
　持続化給付金事業コールセンター

　　☎０１２０－１１５－５７０

　千葉県では、新型コロナウイルス感染症の影響
により、厳しい経営状況に置かれている県内中小
企業者を、幅広く、かつ重点的に支援するため、
最大40万円を支給します。
受付期間／８月31日(月)まで
申請方法／オンライン提出および郵送で受け付け
ています。詳しくは千葉県ホームページ｢千葉県中
小企業再建支援金特設サイト｣をご覧ください。
　千葉県中小企業再建支援金相談センター

　　☎０５７０―０４―４８９４

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に活
用できる国や千葉県の支援制度を紹介します。詳細に
ついては各窓口にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の
皆さんを応援するため、南房総市では次のとおり独自の
支援を実施します。

　新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影
響を受け、売り上げが減少した中小企業などの事
業継続を支援するため、最大１００万円を支給し
ます。
交付金額／最大１００万円(下記金額の合計)
①売上減少額10万円につき１万円【最大50万円】
②従業員の雇用１名につき１万円【最大30万円】
　※令和２年５月末時点の従業員数　
　※社会保険または雇用保険の被保険者に限る
③�令和２年３月～５月に要した賃料の３分の２に
相当する額【最大20万円】
　※�事業運営を目的として、事業所(底地を含む)
を賃借している事業者

　※総額１万５千円以上の賃料が対象
交付回数／１事業者につき１回の交付
主な要件
⑴�中小企業者(中小企業基本法に基づく法人又は
個人)※農業、林業、漁業を除く
⑵�市内に事業所を有する事業者
⑶�令和２年３月～５月のうち、任意の１ヶ月間の
売上高が前年同月と比較して50％以上減少
⑷市税等の滞納がないこと（特別な事業を除く）
⑸�現に事業を営み、今後も同事業を継続する意思
があること(やむを得ない事情による休業などを
除く)

申込期間／６月１日(月)～８月31日(月)
受付窓口／内房商工会　☎３３－２２５７
　　　　　朝夷商工会　☎４４－１３３１
　商工課　☎３３－１０９２

持続化給付金を申請できない人へ 固定資産税の軽減措置
　ことし創業したばかりの人など持続化給付金を申
請できない人は、｢持続化補助金(上限100万円で
３分の２まで国が補助)｣の利用をご検討ください。
　内房商工会　☎３３－２２５７

　　朝夷商工会　☎４４－１３３１

　厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、
令和３年度課税の１年分に限り、償却資産および
事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を２分の
１またはゼロとします。詳しいことが決まり次第お
知らせします。 　税務課　☎３３－１０２３

南房総市新型コロナウイルス
対応中小企業等持続化給付金
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農業・水産業を営む方への支援策

農業・水産業持続化給付金（農業・水産業の事業継続を支援します）
　新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影
響を受け、売り上げが減少した農業・水産業を営
む方の事業継続を支援します。
交付金額／最大80万円(下記基本額と加算額の合
計)　

【基本額】
　売上減少額10万円につき１万円【最大50万円】

【加算額】
　従業員の雇用１名につき１万円【最大30万円】
　※令和２年５月末時点の従業員数　
　※社会保険または雇用保険の被保険者に限る
交付回数／１事業者につき１回の交付

主な要件
⑴�農業者は、年間の農産物販売金額が50万円以上
の農家。漁業者は、正組合員(ただし、漁獲共済
加入者を除く)。
⑵�令和２年３月から６月までの任意の１ヵ月にお
いて、前年同月と比較したとき売上が50％以上
減少している人
⑶市内に住所を有する法人または個人事業主
⑷市税等の滞納がないこと（特別な事業を除く）
⑸�現に事業を営み、今後も同事業を継続する意思
があること

受付期間／６月１日(月)～９月30日(水)
　 　農林水産課　☎３３―１０７１

産品等販売支援(インターネットを活用した地域産品等の販売)
　インターネット上に開設した｢アンテナショップ｣に産品等の販売を希望する事業者などを募集し、大手
インターネット販売サイトを経由した販売を行います。サイト掲載料、送料は市が負担します。

　　　　　地域資源再生室　☎３３―１０７３

ＷＥＢアンテナショップを利用した販売のイメージ

インターネット販売サイト ユーザー

生産者・事業者

運営事業者（WEBアンテナショップ）

WEB掲載 代金支払

代金支払商品作成など

商品発送

商品出荷

代金支払

注　文

発　注

その他各種相談窓口
お困りのこと 相談窓口

自粛要請・休業要請に関する相談 緊急事態措置電話相談窓口　　　☎０４３－２２３－２６７４
雇用調整助成金に関する相談 千葉労働局職業対策課　　　　　☎０４３－２２１－４３９３
千葉県制度融資など融資に関する相談 千葉県商工労働部経営支援課　　☎０４３－２２３－２７０７
中小企業者の金融に関する相談 日本政策金融公庫館山支店　　　☎０４７０－２２－２９１１
経営に関する相談 チャレンジ企業支援センター　　☎０４３－２９９－２９０７
農林事業者向け特別相談 日本政策金融公庫千葉支店　　　☎０４３－２３８－８５０１



8

自分自身を、大切な人を守るため、私たちができること
～「新しい生活様式」の実践例～

一人ひとりの基本的感染対策

日常生活を営む上での基本的生活様式

日常生活の各場面別の生活様式

【日々の暮らしの感染対策】
・外出は、マスクを着用する。遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。
・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空け、会話をする際は、可能な限り対面を避ける。
・家に帰ったらまず、手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
・手洗いは３０秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理を厳重にする。

【移動に関する感染対策】
・感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
・帰省や旅行はひかえめに。出張はやむをえない場合に。
・発症した時のため、誰とどこで会ったかメモをする。

□まめに手洗い・手指消毒　　　□咳エチケットの徹底　　　□こまめに換気　　　□身体的距離の確保
□「密集」「密接」「密閉」の回避　　□屋内や会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
□毎朝家族で体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅療養

買い物

食　事

娯楽・スポーツなど

冠婚葬祭などの親族行事

公共交通機関の利用
・通販も利用
・１人または少人数ですいた
　時間に
・電子決済の利用
・計画を立てて素早く済ます
・サンプルなど展示品への接触は控え目に
・レジに並ぶときは、前後にスペース

・持ち帰りや出前、デリバリーも
・屋外空間で気持ちよく
・大皿は避けて、料理は個々に
・対面ではなく横並びで座る
・料理に集中、おしゃべりは控え目に
・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

・公園は空いた時間、場所を選ぶ
・筋トレやヨガは自宅で動画を活用
・ジョギングは少人数で
・すれ違う時は距離をとるマナー
・予約制を利用してゆったりと

・多人数での会食は避けて
・発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

・会話は控え目に
・混んでいる時間帯は避けて

令和２年５月４日変更　新型コロナウイルス感染症対策の基
本的対処方針　別添資料「新しい生活様式」の実践例を参考に
作成しています。



9

　現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控えるよう求められており、高齢者の方は、一日
の多くの時間を自宅で過ごされていると思います。そこで、運動不足にならず、健康に過ごすための取り組み
を紹介します。

　早寝・早起きをし、規則正しい生活をしましょう。
　バランスの良い食事をしっかりとりましょう。

　外出しにくい今の状況だからこそ、ちょっとし
たあいさつや会話は、気分転換につながります。

　お口を清潔に保つことが、感染症予防に有効で
す。義歯の清掃もとても大切です。

　食事前の｢パタカラ体操｣は、効果的です。｢パ、
タ、カ、ラ｣と声を出すことで口周りの筋肉や舌の
はたらきを維持できます。

　足指の筋力を鍛えることで、転倒予防になります。

　１日30分程度の適度な運動は、健康を維持する
ために重要です。ラジオ体操のような運動は、筋
肉の衰えを防ぐために役立ちます。

高齢者の方が元気に過ごすための３つのポイント

・生活リズムを整えましょう ・�１日３食欠かさず食べることを意
識しましょう

・�家族や近くの友人との交流を
　大切に！

・毎食後、寝る前に歯を磨きましょう

・お口周りの筋肉を保ちましょう
・足指の筋力を鍛えましょう

・�ウォーキングやラジオ体操など
運動を習慣にしましょう

１．運動のポイント ２．食生活・口腔ケアのポイント

３．人との交流のポイント

タオルギャザー
自宅でできる！おすすめ筋力トレーニング

タオルギャザーの手順
①�タオルを床に敷きます。裸足になり、両足
をタオルの端に乗せましょう。
②�足の指を使ってタオルを手繰り寄せていき
ます。
③�いけるところまで手繰り寄せたら、タオル
を元に戻します。この動作を繰り返しま
す。
④この動作を５セット行いましょう。

１．�ひざの角度は９０度程度に。座る位置が
高めの背もたれがあるイスがおすすめで
す。

２．�スムーズにできるようになったら、タオ
ルの上にペットボトルなどをのせて負荷
を増やしましょう。

ここがポイント！！

～家族や身近に高齢者がいる皆さんへ～
　日々の言葉かけや見守りをして、地域の皆
さんで高齢者の健康を支えていきましょう！



10

お子さんのいるご家庭・妊婦の皆さんへ

◆�子どもにおける新型コロナウイルス感染症に関しては、感染の報告が大人に比較して少ないため、まだ
わかっていないことが多いです。
◆�現在わかっている情報では、子どもは感染しても症状が出ない、あるいは症状が軽いことが多いと報告
されています。ただし、大人と比べると割合は低いですが、重症化することもあります。発熱や風邪症
状などがある場合は、「受診・相談の目安(１ページ)」を参考に対応してください。

　現時点では、妊娠後期に新型コロナウイルスに感染し
たとしても、経過や重症度は妊娠していない方と変わら
ないとされています。胎児のウイルス感染症例が海外で
報告されていますが、胎児の異常や死産、流産を起こし
やすいという報告はありません。したがって、妊娠中で
も過度な心配はいりません。
　発熱や風邪症状などがある場合は、「受診・相談の目
安」を参考に対応してください。また、働いている方は、
ご自身の体調なども踏まえ、時差通勤やテレワークの活
用、休暇の取得などについて、勤務先とご相談ください。
妊婦健診の受診について
　新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した方、ご家族
に感染疑いのある方がおられる場合は、受診前に、かか
りつけ産科医療機関に電話で相談してください。

　新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持
に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この
指導に基づいて措置を講じることが義務づけられています。主治医などから指導があった場合、指導事
項を的確に伝えるため『母性健康管理指導事項連絡カード』を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
　母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生労働省ホームページや母子健康手帳に様式が記載されて
います。
措置の対象期間／令和２年５月７日(木)～令和３年１月31日(日)

新型コロナウイルス感染症の子どもにおける特徴

感染が妊娠に与える影響

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

【乳幼児健診について】 【予防接種について】
　市で実施する乳幼児健診などについては、感染拡
大防止のため、現在、延期の対応をとっています。
再開する場合は、対象となる方へ個別に通知します。
※子育てについての相談は随時受付けています。

　感染拡大防止に注意する必要がありますが、予防
接種で防げる重要な病気の予防のため、可能な限り
予定通りに実施ができるように、かかりつけ医療機
関と相談してください。

気軽に
　　お電話ください

　離乳食や幼児食、お子さんとのかかわり
のことなど、育児に関する気がかりがあり
ましたらご連絡ください。
　妊娠中の出産・育児に向けた相談、新生
児・乳児、産婦さん宅への訪問は感染症対
策を実施した上で継続しています。
　健康支援課　☎３６－１１５２

働く女性の妊娠・出産をサポートする
サイト｢女性に優しい職場づくりナビ｣

職場における妊娠中の女性労働者等へ
の配慮について

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
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　避難情報が発令された場合には避難所の開設状況を含め、防災行政無線や安全安心メール、ヤフー防災など
で随時お知らせします。
　新型コロナウイルス感染の恐れがある状況において、避難所を開設するような大規模な地震や風水害などが発
生したらどうなるのかを考え、平時の事前準備及び災害時の避難行動を確認しておきましょう。
　新型コロナウイルス感染症対策として、避難所では、消毒薬の準備や一人一人の距離を取るなどの対策をしま
すが、各自でマスクや体温計を準備してください。

「避難」とは「難」を「避」けること
　自宅での安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで避難場所に行く必要はありません。避難所が過密状
態になるのを防ぐため、安全な親戚や友人の家に避難をする事をお勧めします。
　感染の疑いのある人（発熱や倦怠感）は、２次感染を防ぐためにも広域避難所ではなく、自宅や車中での避難も
検討してください。

　避難所開設や避難情報などの防災情報は、防災行政無線、安全安心メール、テレビ
のデータ放送などでお知らせしています。防災行政無線の戸別受信機には停電時用の乾
電池が入っています。電池切れになるとアラームが鳴りますので、定期的に電池の交換
をしてください。
安全安心メールを登録しましょう
　市では防災行政無線を整備していますが、雨音や暴風により聞こえにくい場合があり
ます。防災行政無線の放送内容は、安全安心メールでもお知らせしていますので配信登
録をしておきましょう。
Ｙａｈｏｏ！防災速報
　南房総市は、ヤフー㈱と災害協定を結んでいます。「Ｙａｈｏｏ！防災速報」のご利用に
は、あらかじめ無料アプリのダウンロードが必要です。避難情報、ライフラインなどの緊
急情報を「Ｙａｈｏｏ！防災速報」アプリで発信し、プッシュ通知で利用者へお知らせしま
す。アプリの地点登録機能活用により「どこにいても」市の災害情報受信が可能となり、
ＧＰＳ機能を活用することにより、市民だけでなく観光客を含め「誰でも」市の災害情報
を受信することが可能となります。

非常持ち出し品　（新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや体温計を準備しましょう。）
　�・携帯用飲料水・食品(カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)�・貴重品(通帳、印鑑、現金など)・
救急用品(三角巾、絆創膏、はさみ、消毒液、お薬手帳、かぜ薬等の常備薬など)・ヘルメットや防災ずき
ん・軍手(厚手の手袋)・ライト・衣類(セーター、ジャンパー類)・下着２～３組・毛布、レスキューシート(保
温シート)・携帯ラジオ、予備電池・マッチ、ろうそく(水にぬれないようにビニールでくるむ)・使い捨てカ
イロ・ウェットティッシュ・筆記用具(ノート、鉛筆など)　
　小さな子どものいる家庭は…　・粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつなど
非常備蓄品(１人分）
　�・飲料水　９リットル(３リットル×３日分)、給水袋・ご飯(アルファ米)　４～５食分・ビスケット　１～２箱・
板チョコ　２～３枚・乾パン　１～２缶・カセットコンロ、カセットボンベなど

コロナウイルス×自然災害
避難情報について確認しましょう

情報の収集手段について確認しましょう 安全安心メール
登録用ＱＲコード

ＱＲコードを読み取り
空メールを送信すると、
登録用ＵＲＬがメール
で届きます。

Ｙａｈｏｏ！防災速報
登録用ＱＲコード

ＱＲコードを読み取り
アプリをダウンロード
してください。

非常持ち出し品、非常備蓄を確認しましょう

 �消防防災課
　  ☎３３－１０５２
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名　　称 予定時期 対　　応 問い合わせ

市政懇談会 ４月～６月 延期(日程未定) 秘書広報課　☎３３―１００２

ごみゼロ運動 ５月31日(日) 中止 環境保全課　☎３３－１０５３

千倉Ｂ＆Ｇプール開放 ６月１日(月) ～ 延期(日程未定) 千倉総合運動公園　☎４４－３３８１

安房地区消防操法大会 ６月14日(日) 中止 消防防災課　☎３３－１０５２

白浜海女まつり ７月中旬 中止予定 海女まつり実行委員会　☎２８－５３０７

千倉地区祭礼 ７月中旬 中止 ―

岩井海岸地引き網 ７月下旬 中止 市観光協会　☎２８－５３０７

南房総富浦アジすくい ７月下旬 中止予定 市観光協会　☎２８－５３０７

人形劇フェスティバル ７月～８月 中止 生涯学習課　☎４６－２９６３

岩井海岸納涼花火大会 ８月上旬 中止 市観光協会　☎２８－５３０７

ボディビルコンテスト ８月上旬 中止 市観光協会　☎２８－５３０７

千倉ＢＯＮフェスタ ８月中旬 中止予定 市観光協会千倉案内所　☎４４－３５８１

黒潮サッカーフェスティバル ８月下旬 中止 南房総市サッカー協会

関東地区ミニバスケットボール
南房総市TOMIURAさざ波大会 ８月下旬 中止 生涯学習課　☎４６―２９６４

南房総市ロードレース千倉 ９月下旬 中止 生涯学習課　☎４６―２９６４

健診（検診）名 予定時期 実施の状況
総合検診(集団) 8/18 ～ 10/7 中止

特定健康診査(施設)

8/18 ～ 12/18 実施予定後期高齢者健康診査(施設)

フレッシュ健診(施設)

前立腺がん検診※1 8/18 ～ 10/7 中止

肝炎ウイルス検診※1 8/18 ～ 10/7 中止

胃がん検診※2 8/18 ～ 10/7 実施予定

健診（検診）名 予定時期 実施の状況
肺がん検診・結核検診※2 8/18 ～ 10/7 実施予定

大腸がん検診※3 6/2 ～ 6/30 延期予定

骨粗しょう症検診 10/8･9･13･14 実施予定

子宮頸がん検診(集団) 6/16･26･7/2 中止

子宮頸がん検診(施設) 6/1 ～ 2/27 実施予定

乳がん検診 6/1 ～ 1/30 実施予定

成人歯科検診 9/1 ～ 12/28 実施予定

イベントや健診(検診)の予定
市の主なイベントなどの中止・延期

令和２年度健診（検診）の実施予定と中止のお知らせ

※１　総合検診の中止に伴い今年度は中止としました。
※２　感染防止に十分留意し実施方法等を検討中です。
※３　予定の時期での実施は困難となりました。実施の時期、方法について検討中です。

　広報４月号で｢令和２年度健診(検診)日程｣についてお知らせさせていただきましたが新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため今年度の健診(検診)についてやむを得ず中止や延期としているものがあります。
現在の状況についてお知らせします。
　健康支援課　☎３６－１１５２


